
第１号様式（第11条関係）

令和 年 月 日

豊島区長あて

申請者（保護者） 住所

氏名

電話

　下記のとおり、ベビーシッター利用料を支払ったので、豊島区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）助成金交付要綱第11条の

規定に基づき、領収書、利用明細書、証明書及びその他必要資料を添付して助成金の申請をします。なお、申請にあたり、豊島区が審査するため、

次の事項を行うことに同意します。

　本人および児童が豊島区内に居住していることを豊島区が住民基本台帳で確認すること。

申請者の支払状況を豊島区が対象事業者に確認すること。

１　助成対象児童（児童ごとに申請して下さい。）

※利用登録後に豊島区から通知された「登録番号」をご記入ください。

※登録がお済みでない場合、メールフォームよりご登録ください。

※利用登録については豊島区ホームページをご覧ください。

２　振替口座

※申請者と同じ名義人の口座を指定してください。

３　利用したサービスの内容等

令和 年 月 ～ 月

※　　領収書等の事業者が発行する書類の提出が間に合わない場合など、全ての書類が揃わない場合も、必ず提出期限までに

　　　「申請書兼口座振替依頼書」と、その時点で提出可能な書類（利用時間、利用額などがわかるもの）を提出してください。

　　　提出期限までに申請書のご提出があった申請については、一定期間まで不足書類の追加提出を受け付けます。

　　　なお、提出期限までに申請書のご提出がない場合や、最終必着を過ぎた場合は、予算執行の関係上、申請を受け付けられません。

４　添付書類チェックリスト

発行・証明者

事業者

申請者

チェック欄

□

□

□

□

添付書類

①事業者が作成した領収書等支払いを証する書類

②事業者が発行した利用明細書
（利用した児童、利用日、利用時間、金額等の内訳が分かるものをいう。）

③ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助事業ベビー
シッター要件証明書

令和６年７月から９月 令和６年10月31日　　消印有効　（※）

令和６年10月から12月 令和７年1月31日　　消印有効　（※）

令和７年1月から3月 令和７年4月15日　　消印有効　（※）

利用月 申請書類提出期限

令和６年４月から６月 令和６年7月31日　　消印有効　（※）

振込先口座
及び名義人※

預金種目 普通　・　当座 口座番号（右ツメ）

フリガナ

口座名義人

金融機関コード 支店コード

振込先
金融機関

銀行
信用
組合

④別表　利用内訳表

豊島区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）

助成金交付申請書兼口座振替依頼書

〒

ふりがな

登録番号
児童氏名

支店
信用
金庫 農協


